別添

県単受領委任取扱い規程

(目的)

第１条　本規程は、新潟県内の市町村が制定した条例等に基づいて行う老人、重度心身障害者、ひとり親家庭等、子ども医療費助成事業(以下「県単医療費助成事業」という。)の柔道整復師の施術に係る医療費助成額(以下「医療費助成額」という。)について、新潟県内に施術所のある柔道整復施術者(以下「施術者」という。)が、県単医療費助成事業の認定を受けた者(以下「受給者」という。)から医療費助成額の受領の委任を受けた場合の取り扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を定めることを目的とする。

(受領委任の施術者)

第２条  受領委任の取扱いを行う施術者は、医療保険の柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの承諾を受けている者に限る。

２　受領委任の取扱いを希望する施術者は、別紙様式第１号の県単受領委任取扱い開始の申し出により新潟県知事に申し出て、本規程に定める事項を遵守することについて確約しなければならない。また、受領委任の取扱いを止める場合は、別紙様式第２号の県単受領委任取扱い廃止の申し出により新潟県知事に申し出ること。

３　新潟県知事は前項の申し出を行った施術者について、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められる場合を除き、受領委任の取扱いを承諾し、当該施術者に承諾した旨を通知するものとする。

(受給資格の確認)

第３条　施術者は、受給者から施術を求められた場合は、その者の提出する県単医療費助成事業の受給者証並びに医療保険各法の被保険者証又は組合員証(以下「受給者証等」という。)によって、医療費助成額を受領する資格があることを確認すること。ただし、緊急やむを得ない事由によって受給者証等を提出することができない受給者であって、医療費助成額を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく受給者証等を確認すること。

(一部負担金の受領等)

第４条　施術者は、受給者から県単医療費助成事業の条例等に基づく一部負担金の支払を受けるものとする。

２　施術者は、前項の規定により、受給者から一部負担金を受領したときは、領収書を発行すること。

(医療費助成額)

第５条 　施術者が受給者から受領の委任を受けることのできる医療費助成額は、県単医療費助成事業の条例等に基づき算定した額とする。

(医療費助成申請書の提出)

第６条　施術者は、県単医療費助成申請書（別紙参考様式）等の施術者の施術に係る療養費の額を証する書類その他市町村長が必要と認める書類（以下「医療費助成申請書等」という。）を県単医療費助成事業ごとに月単位で作成し、毎月15日までに市町村長に提出すること。

(医療費助成額の支払い)

第７条　市町村長は、前条の規定により医療費助成申請書等の提出があったときは、内容を審査し、医療費助成申請書等を受理した月の翌月の末日までに医療費助成額を施術者に支払うものとする。

２　市町村長は、前項の支払額について過誤による過不足があることを確認したときは、翌月の支払において調整するものとする。

３　施術者は、医療費助成申請書等の記載内容等について市町村長から照会を受けた場合は、的確に回答すること。

(受領委任の中止)

第８条　県は、施術者が次の事項に該当する場合は、受領委任の取扱いを中止すること。(1)本規程に定める事項を遵守しなかったとき。

(2)医療保険の療養費の受領委任の取扱いが中止されたとき。

(報告等)

第９条　県は、必要があると認めるときは、受給者に係る施術に関し、施術者に対し報告等を徴することができる。

(契約期間)

第10条  この規程に基づく契約の有効期間は、県が施術者に受領委任の取扱いを承諾した承諾年月日から１年間とする。ただし、期間満了１ヶ月前までに特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日から１年間更新されたものとし、以後も同様とする。

